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(奈良県都市計画区域マスタープラン) 

４．都市づくりの方針 
4.1 上位計画との整合 

本計画の策定に当たっては、以下に挙げる上位計画に即する必要があります。上位計画におい

て踏まえるべき将来像及び方針を以下に示します。 

①大和都市計画及び吉野三町都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 

 

・中部地域の主要生活拠点：各地域の景観との調和を図りつつ、居住機能・商業サービス機能

を維持・充実するとともに、既存市街地の再構築による新たな機能の誘導を図り、周辺との

機能分担、交流、連携等に配慮し、拠点性の向上を図る。 

②第５次香芝市総合計画 

(笑顔をもっと 元気をずっと ～誰もが輝く多彩なまち カラフルかしば～) 

・住宅都市としての「暮らしやすさ」をさらに深め、もっと住みよい高品質の都市を目指す。 

・「住む」だけにとどまらず、「働く」「遊ぶ」「活動する」「訪れる」等、多彩なまちの機能と魅

力を発掘・創造する。 

③香芝市都市計画マスタープラン(「笑顔と元気‼ 住むなら かしば」) 

・香芝駅、近鉄下田駅周辺の市街地を都市拠点、五位堂駅周辺の市街地を賑わい拠点とし、そ

の他拠点及び軸の連携により、コンパクトな都市の形成をめざす。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：香芝市都市計画マスタープラン(平成 30 年(2018 年)３月) 

図 4.1 将来都市構造図 

４．都市づくりの方針 
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4.2 都市づくりの課題 

 
 現況と市民意向 都市づくりの課題 

人
口
動
向 

【現況整理】 

・これまで増加基調であった人口は、令和元年

(2019 年)から減少し、今後も緩やかな減少傾

向が続くと予想される 

・県内でも若い世代が多い都市であるが、転出

超過が拡大、子育て層の転入超過が減少傾向 

・年少人口・生産年齢人口割合が減少傾向にあ

り、今後もその傾向が続くことが予想される 

・市街化区域内の大半は人口密度 40 人/ha 以

上であるが、将来 40 人/ha を下回る箇所も

想定される 

【市民意向調査】 

・市外からの転入が約７割 

・市内に住み続けたい方の割合は約７割 

・市の将来像としては「医療・福祉が優れたま

ち(56.7％)」、「交通・情報通信基盤が整った

まち(36.9%)」、「防犯・防災対策がしっかり

としたまち(36.6%)」が多い 

 

■人口減少・少子高齢化への対応 

・人口減少局面への移行時期にあり、

若年層の転出の歯止め、子育て世帯

の転入促進 

・「医療・福祉」「交通・情報通信基盤」

「防犯・防災対策」等による定住し

たくなるまちづくりの推進 

 

■地域の活力を保てる都市構造の構築 

・居住集約等による人口密度の維持や

地域の活力を保てる都市構造の再構

築(コンパクト・プラス・ネットワー

クの推進) 

土
地
利
用
・
都
市
機
能 

【現況整理】 

・商業・福祉・子育て・医療・金融等の都市機

能は、幹線道路沿道等への分散型の立地傾向

にあり、人口カバー率は比較的高い(駅周辺

での都市機能の集積は高くない) 

・空き地等の低未利用地や空き家は、一定規模

存在 

・昭和 40 年代から開発が進められた大規模住

宅団地では居住者の年齢層に偏りがみられる 

【市民意向調査】 

・住んでいる地域のまちづくりの課題として、

「大きな病院が少ない(21.8％)」、「大規模商

業施設が少ない(20.6％)」、「駅周辺の活力(に

ぎわい)低下(18.4％)」が多い 

・駅周辺にほしい施設としては、五位堂駅や香

芝駅・近鉄下田駅では、「総合病院」や「飲

食施設」等が多く、その他の駅では「コンビ

ニ」や「銀行・ATM」、「スーパーマーケッ

ト」等の生活利便施設が多い 

 

■駅周辺の活力の向上及び居住エリアの

生活利便施設の維持・充実 

・駅周辺の活力(にぎわい)強化等によ

る拠点の求心力向上が必要 

・居住エリアにおける生活利便施設の

維持・充実(将来にわたって暮らしや

すいまちづくりの推進) 

 

■空き地・空き家等の利活用 

・低未利用地や空き家等の遊休資産や

既存ストック等の積極的な活用 

・大規模住宅団地における将来的な高

齢化対策や空き家対策 
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 現況と市民意向 都市づくりの課題 

公
共
交
通
等 

【現況整理】 

・鉄道(8 駅)及びコミュニティバスやデマンド

交通により公共交通ネットワークが形成され

ている 

・公共交通の人口カバー率は 95.4％であり、利

便性は高い 

【市民意向調査】 

・居住地域における課題としては「歩行者の安

全性が確保されていない(21.8%)」が多い 

・買い物の交通手段は「自家用車」が大半(食

品・消耗品(61.4%)、家具・家電(71.9%)、

服・靴(58.7%)) 

■公共交通の利用促進 

・交通結節機能の強化、公共交通利用

環境の維持・向上(バリアフリー化の

推進) 

・公共交通の利便性をいかしたまちづ

くりの推進 

 

■歩行環境の改善 

・歩行空間の整備による歩行者の安全

性の向上 

・歩きたくなるまちづくりの推進 

災
害 

【現況整理】 

・洪水浸水想定区域は浸水深３m 未満の分布が

多いものの、自動車や徒歩による移動が困難

になる恐れがある 

・河川沿川には家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸侵

食)が存在 

・市街地内にレッドゾーン(土砂災害(特別)警戒

区域(急傾斜地の崩壊、土石流))が存在 

・中央構造線断層帯での地震発生時に、市街地

において震度６強、震度７の地震が想定され

る区域が存在し、液状化の想定区域も存在 

【市民意向調査】 

・市の将来像として「防犯・防災対策がしっか

りとしたまち(36.6%)」が多い 

■安全・安心の確保 

・洪水浸水想定区域や家屋倒壊等氾濫

想定区域等における水害リスクの回

避・低減 

・土砂災害(特別)警戒区域(急傾斜地の

崩壊、土石流)における土砂災害リス

クの回避・低減 

・建物やインフラの耐震化等による地

震災害リスクの低減  

そ
の
他 

【現況整理】 

・大規模な市街地開発事業により、大阪市等の

ベッドタウンとして発展してきた経緯 

・市内就業率は県内 12 市の中で最も低水準(特

に女性就業率は 30 代や 50 代が低調(対全国

平均、奈良県平均)) 

・一定の時期に集中して転入が進んだ大規模住

宅団地では、急速な少子高齢化の進行が予想

される 

【市民意向調査】 

・住んでいる地域のまちづくりの課題として、

「大きな病院が少ない(21.8％)」、「大規模商

業施設が少ない(20.6％)」、「駅周辺の活力(に

ぎわい)低下(18.4％)」が多い 

・最寄り駅周辺に必要な機能は地区ごとに差異

がある 

■経済の好循環をもたらす環境づくり 

・市内における働く場やにぎわいの場

等の活力づくり 

・女性就業率の向上に向けた女性が働

きやすい都市機能の誘導や環境づく

りの促進 

 

■地域に応じた課題への対応 

・駅周辺の環境や交通問題、働く場の

確保等、地域ごとの特性や居住環境

の変化に応じた生活サービスの適正

化が必要 

・大規模住宅団地では、急速な少子高

齢化や人口減少が予想されるため、

先行的な対策が必要 

・周辺市町との土地利用の調和 
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4.3 都市づくりの基本方針 

上位計画との整合性や都市づくりの課題を踏まえ、まちづくりの基本的な考え方（ターゲット）

と基本的な方針(ストーリー)を以下に示します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

■ 豊かな自然に囲まれた土地でありながら大阪近郊に位置する生活利便性の高さを有

する本市の特性をいかし、定住したくなるような魅力的で心休まる暮らしのまちづ

くりを推進します。 

■ 将来直面する人口減少・少子高齢化社会への備えとして、市内８か所の鉄道駅(拠点)

を中心に都市機能や居住を緩やかに誘導することでコンパクト・プラス・ネットワ

ークとしての都市形成を図り、公共交通によって便利に拠点間をつなぐことで適正

な生活サービス水準を享受でき、将来にわたって暮らしやすい定住都市を実現しま

す。 

■ 地域ごとの人口構造や都市機能の充足状況、市民ニーズを勘案し、必要とされる都

市機能を適正配置するとともに、求心力があり居心地が良く歩きたくなるまち(ウォ

ーカブルなまちづくり)を形成することで拠点性の向上を図ります。 

■ 洪水浸水や土砂災害等の自然災害からの被害の抑止・軽減に努め、子供から高齢者

まで誰もが安全・安心に暮らせるまちづくりを推進します。 

■ 暮らしに応じた多様な働き方を選択できるような環境づくりを行うことで、市内に

おける就業機会の拡大や市民の意欲・能力を存分に発揮できるようなまちの形成を

推進します。 

安全に 快適に 元気に 笑顔あふれるまち かしば 

まちづくりの基本的な考え方（ターゲット） 

安全(防災)  快適(居住)  元気(都市機能) 

■人口減少・少子高齢化への対応 

■地域の活力を保てる都市構造の構築 

■駅周辺の活力の向上及び居住エリアの生活利
便施設の維持・充実 

■空き地・空き家等の利活用 

■公共交通の利用促進 

■歩行環境の改善 

■安全・安心の確保 

■経済の好循環をもたらす環境づくり 

■地域に応じた課題への対応 

本市が目指す将来像 都市づくりの課題 

■奈良県都市計画区域マスタープラン 
・中部地域の主要生活拠点 
■第５次香芝市総合計画 
・住宅都市としての「暮らしやすさ」をさらに深

め、もっと住みよい高品質の都市を目指す。 
・「住む」だけにとどまらず、「働く」「遊ぶ」「活動

する」「訪れる」等、多彩なまちの機能と魅力を
発掘・創造する。 

■香芝市都市計画マスタープラン 
・香芝駅、近鉄下田駅周辺の市街地を都市拠

点、五位堂駅周辺の市街地を賑わい拠点と
し、その他拠点及び軸の連携により、コンパ
クトな都市の形成をめざす。 
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基本的な方針（ストーリー） 

方針１ 拠点を取り巻く快適な暮らしの場の形成 

１．居住誘導の方針 

①拠点周辺への生活サービス機能の誘導による居住の誘導 

②住宅ストックの循環・空き家の発生の予防 

２．都市機能誘導の方針 

方針 2 元気で求心力のある拠点の形成 

①地域ごとの特性をいかした拠点形成 

②市民ニーズに応じた都市機能の集約 

③拠点間の回遊性の向上を図る都市機能の棲み分け 

①複数の交通手段が連携した公共交通サービスの維持 

②モビリティマネジメントの実施による意識醸成 

③道路改良の促進やバリアフリー化の推進により、拠点へのアクセスの向上と 

安全な歩行空間の提供 

④幹線道路の整備促進による日常生活の交通渋滞の緩和 

３．交通ネットワークの方針 

方針３ 持続可能な都市交通環境の形成 

４．防災に関する方針 

方針４ 災害に強い安全なまちの形成 

①河川低平地における水害リスクの回避・低減 

②土砂災害リスク等の回避・低減 

③地震における災害リスク等の低減 

５．にぎわい創出に関する方針 

方針５ 出掛けたくなる魅力あふれるまちの形成 

①健康増進にも目を向けた歩くための環境整備を進め、誰もが歩きたくなる

ウォーカブルなまちづくりの推進 

②働きやすい身近な就労の場、ニューノーマルな働く場の創出等により、

職住近接なまちづくりの推進 

③人と人がつながる多様な地域コミュニティの強化 

④近隣市町との連携により、市外からも多くの人が集い、周遊できる仕組みづくり 
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4.4 目指すべき都市の骨格構造 

（１）拠点・軸の設定の考え方 

香芝市都市計画マスタープラン(平成 30 年(2018 年)３月)の将来都市構造を踏まえ、本計

画における目指すべき都市の骨格構造における拠点・軸の設定の考え方を整理します。 

 
立地適正化
計画におけ
る拠点・軸 

拠点・軸の考え方 拠点・軸の対象 
都市計画マス 
タープランの 

位置付け 

中心拠点 

■主要駅及び主要交通軸に連結し、
様々な都市機能の集積する市を代
表する市街地 

・都市機能の立地状況を勘案し、主要

駅周辺地域に中心拠点を設定 
・商業、業務、行政、各種サービス、

高次医療、教育、文化等の機能等の

集積を推進 

■香芝駅及び近鉄下
田駅周辺 

都市拠点 

■五位堂駅周辺 にぎわい拠点 

生活拠点 

■鉄道駅及び主要交通軸沿道の日常
生活の利便性を高めるための機能
の集積を図る拠点 

・都市機能の立地状況を勘案し、駅及

び沿道等の適切な地域に生活拠点
を設定 

・日常的な商業、業務、医療等の各種

サービス機能や、教育、地域福祉機
能等の誘導・維持 

■関屋駅周辺 

■二上駅周辺 
■二上山駅周辺 

■JR 五位堂駅周辺 

地域生活拠点 

■志都美駅周辺 

(奈良西幹線) 

地域生活拠点 

シンボルロード

軸(奈良西幹線)沿
道 

■高山台周辺 

(中和幹線) 
■真美ヶ丘周辺 

(中和幹線) 

シンボルロード軸
(中和幹線)沿道 

■高塚地区公園周辺 緑の拠点 

広域連携軸 

【都市計画マスタープランに即す】 
・本市及び奈良県の都市活動や産業活

動を支え、広域的な交流を促す西名

阪自動車道、中和幹線、大和高田バ
イパスを広域連携軸に設定 

・機能の強化や整備の促進等により、

都市の自立性や交流機能等を向上 

■西名阪自動車道 

■中和幹線 
■大和高田バイパス 

広域連携軸 

地域連携軸 

【都市計画マスタープランに即す】 

・国道 165 号、国道 168 号等の主要
幹線道路や鉄道を地域連携軸に設定 

・拠点をこれら連携軸でネットワーク

することにより、均衡ある地域の発
展を促進 

■国道 165 号、国道
168 号等の主要幹

線道路 

■鉄道 

地域連携軸 
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（２）拠点の設定 

本計画の拠点は、都市機能の集積を考慮し、以下の視点を踏まえて設定します。 

・鉄道駅周辺の商業系の用途地域を主として、都市機能が集積し、一体性のある地域に設定 

・誘導施設の集積あるいは機能維持の観点から必要な地域に設定 

・区域の範囲は、拠点の特性等から半径 500m～800m の徒歩圏を踏まえて設定 

本計画における拠点設定 

中心拠点 
 

香芝駅及び近
鉄下田駅周辺 

■都市拠点である香芝駅と近鉄下田駅周辺の一体性のある地域に設定 
・商業地域、近隣商業地域を主として、周辺の住居系地域を含めて設定 
・商業、医療、高齢者福祉、子育て支援、金融、文化等の都市機能を含める 
・都市機能を向上させるプロジェクトや施策等の導入を考慮する 

五位堂駅周辺 

■にぎわい拠点である五位堂駅周辺の概ね半径 500m 圏内に設定 
・商業地域、近隣商業地域を主として、周辺の住居系地域を含めて設定 
・商業、医療、高齢者福祉、子育て支援、金融等の都市機能を含める 
・都市機能を向上させるプロジェクトや施策等の導入を考慮する 

生活拠点 

関屋駅周辺 
■関屋駅周辺に設定 
・近隣商業地域に設定 
・金融機能等の都市機能を含める 

二上駅周辺 

■二上駅周辺に設定 
・商業地域、近隣商業地域を主として、周辺の住居系地域を含めて設定 
・商業、医療、高齢者福祉、子育て支援等の都市機能を含める 
・中和幹線の沿道のポテンシャルを生かした都市機能誘導を考慮する 

二上山駅周辺 
■二上山駅周辺に設定 
・近隣商業地域に設定 
・医療、高齢者福祉、子育て支援等の都市機能を含める 

JR 五位堂駅
周辺 

■JR 五位堂駅周辺に設定 
・近隣商業地域に設定 
・医療、高齢者福祉、金融等の都市機能を含める 

志都美駅周辺 
(奈良西幹線) 

■志都美駅周辺に設定 
・近隣商業地域に設定 
・商業、高齢者福祉、子育て支援、金融等の都市機能を含める 
■志都美駅～市街地を結ぶ奈良西幹線(国道 168 号)沿道に設定 
・近隣商業地域、準住居地域、準工業地域等に設定 
・商業、医療、子育て支援等の都市機能を含めるとともに、沿道のポテン

シャルを生かした都市機能誘導を考慮する 

高山台周辺 
(中和幹線) 

■中和幹線沿線の高山台周辺に設定 
・近隣商業地域に設定 
・沿道のポテンシャルをいかした都市機能誘導を考慮する 

真美ヶ丘周辺
(中和幹線) 

■中和幹線沿線の真美ヶ丘周辺に設定 
・近隣商業地域に設定 
・沿道のポテンシャルをいかした都市機能誘導を考慮する 

高塚地区公園
周辺 

■高塚地区公園周辺及び真美ヶ丘幹線沿道に設定 
・近隣商業地域、第 2 種中高層住居専用地域に設定 
・商業、医療、高齢者福祉、子育て支援、金融等の都市機能を含める 
・高塚地区公園周辺は、広陵町立地適正化計画の都市機能誘導区域に設

定されており、連携した発展に期待 
・沿道のポテンシャルをいかした都市機能誘導を考慮する 
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（３）目指すべき都市の骨格構造 

本計画における目指すべき都市の骨格構造を以下に示します。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4.2 目指すべき都市の骨格構造 

 Ｎ 

0               1               2km 

凡  例 

区域 
市域  

市街化区域  

拠点 
中心拠点  

生活拠点  

連携軸 

広域連携軸 

(高速道路) 
 

広域連携軸 

(道路) 
 

地域連携軸 

(道路) 
 

地域連携軸 

(鉄道) 
 

河川  
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５．居住誘導区域の考え方 
5.1 居住誘導区域とは 

居住誘導区域は、人口減少の中にあっても一定エリアにおいて人口密度を維持することにより、

生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域です。 

 

5.2 居住誘導区域の設定の考え方 

居住誘導区域は、市街化区域を対象地域とします。市街化区域のうち、目指すべき都市の骨格

構造で定めた拠点を含み、一定の人口密度を有し、公共交通等により生活サービス施設に容易に

アクセスできる利用圏として一体的な区域を設定します。 

区域設定に当たっては、下記の手順に沿って設定します。 

 

＜居住誘導区域設定の手順＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Step１ 居住誘導区域を定めることが考えられる区域の設定 

■区域要件１：一定程度の人口密度を有している区域 

■区域要件２：行政、高齢者福祉、子育て支援、商業、医療、金融、文化等の都市機能 
が集積する区域 

■区域要件３：公共交通により、比較的容易にアクセスできる区域 

■区域要件４：土地区画整理事業が施行済・施行予定の区域及び大規模な開発行為が実施
された区域 

Step３ 居住誘導区域の設定 
Step1 の区域から Step２の区域を除いた区域を基本として、地形地物等により区域界を
調整し、居住誘導区域を設定 

Step２ 居住誘導区域に含めないことが考えられる区域の設定 

■除外要件１：レッドゾーン(土砂災害特別警戒区域(急傾斜地の崩壊、 
土石流)、急傾斜地崩壊危険区域) 

■除外要件２：イエローゾーン(土砂災害警戒区域(急傾斜地の崩壊、土
石流)、家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸侵食) ) 

■除外要件３：準工業地域のうち住宅以外の土地利用が多い区域 

５．居住誘導区域の設定 
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5.3 居住誘導区域の設定 

居住誘導区域の設定の考え方を踏まえ、居住誘導区域を以下のとおり設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

凡  例 

区域 
市域  

市街化区域  

鉄道 

近畿日本鉄道  

JR 西日本  

駅  

都市 

機能 

行政機能 800ⅿ圏域  

500ⅿ圏域  

800ⅿ圏域  

商業機能 800ⅿ圏域  
医療機能 800ⅿ圏域  
金融機能 800ⅿ圏域  
文化機能 800ⅿ圏域  

Step１ 居住誘導区域を定めることが考えられる区域の設定 

区域要件１：一定程度の人口密度を有している区域 

市街化区域内の人口密度を維持し、まとまった市街地を形成できる区域として人口集中地区
(DID)の基本単位となる 40 人/ha 以上の区域 

区域要件２：行政、高齢者福祉、子育て支援、商業、医療、金融、文化等の都市機能 
が集積する区域 

いずれかの都市機能の 800ｍ圏域(高齢者福祉機能は 500ｍ圏域)に含まれる区域 

凡  例 

区域 
市域  

市街化区域  

鉄道 

近畿日本鉄道  

JR 西日本  

駅  

人口 

密度 

40-80 人/ha  

80-120 人/ha  

120 人/ha 以上  

 

関屋駅 

志都美駅 

畠田駅 

二上駅 

二上山駅 

二上神社口駅 

JR 五位堂駅 

五位堂駅 

香芝駅 

近鉄下田駅 
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区域要件３：公共交通により、比較的容易にアクセスできる区域 

鉄道駅から 800ｍ圏域もしくは路線バス、コミュニティバスのバス停から 300ｍ圏域 

区域要件４：土地区画整理事業が施行済・施行予定の区域及び大規模な開発行為が 
実施された区域 

土地区画整理事業が施行・予定の区域及び大規模な開発行為が実施された区域 

凡  例 

区域 
市域  

市街化区域  

鉄道 

近畿日本鉄道  

JR 西日本  

駅  

圏域 
鉄道駅 800m 圏域  

バス停 300m 圏域  

 

凡  例 

区域 
市域  

市街化区域  

鉄道 

近畿日本鉄道  

JR 西日本  

駅  

土地区画整理事業及び 
大規模な開発行為  
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除外要件１：レッドゾーン(土砂災害特別警戒区域(急傾斜地の崩壊、土石流)、急傾斜地崩壊危険区域) 

レッドゾーン(土砂災害特別警戒区域(急傾斜地の崩壊、土石流)、急傾斜地崩壊危険区域)に指定

されている区域【原則除外】 
除外要件２：イエローゾーン(土砂災害警戒区域(急傾斜地の崩壊、土石流)、家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸侵食)) 

イエローゾーン(土砂災害警戒区域(急傾斜地の崩壊、土石流)、家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸侵
食))に指定されている区域【回避・低減等の対応が困難であり、居住誘導区域に含めることが適
当ではないと判断し除外】 

Step２ 居住誘導区域に含めないことが考えられる区域の設定 

除外要件３：準工業地域のうち住宅以外の土地利用が多い区域 

準工業地域の指定箇所のうち、住宅用地以外の土地利用が 90％以上を占める一体的な区域【住
工混在を抑制する観点から除外】 

凡  例 

区域 
市域  

市街化区域  

鉄道 

近畿日本鉄道  

JR 西日本  

駅  

洪水 
河川  

家屋倒壊等氾濫想定区域 
(河岸侵食) 

 

土砂
災害 

土砂災害特別警戒区域 
(急傾斜地の崩壊)

 

土砂災害警戒区域 
(急傾斜地の崩壊)

 

土砂災害特別警戒区域 
(土石流)

 

土砂災害警戒区域 
(土石流) 

 

急傾斜地崩壊危険区域  
 

凡  例 

区域 
市域  

市街化区域  

鉄道 

近畿日本鉄道  

JR 西日本  

駅  

用途 

地域 

準工業地域  

準工業地域のうち、住宅用
地以外の土地利用が 90％
以上を占める区域 
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※区域内の小規模な除外区域は、レッドゾーン(土砂災害特別警戒区域(急傾斜地の崩壊、土石流)、急傾斜地崩壊危険区域)、

イエローゾーン(土砂災害警戒区域(急傾斜地の崩壊、土石流)、家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸侵食)) 

図 5.1 居住誘導区域の設定 

 
  

Step３ 居住誘導区域の設定 

居住誘導区域界の調整内容：法線、地形地物、一体的な居住地域等 

■市街化区域界      ■用途地域界   ■市街地開発事業区域界、開発事業区域界 
■道路界 ※1      ■鉄道界       ■家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸侵食)界 
■土砂災害警戒区域界 ■急傾斜地崩壊危険区域界    ■見通し界 ※2 

※1 道路界は道路端にて設定を行う。 

※2 法線、地形地物等による区域界の間を結ぶための見通しの線。 

 

凡  例 

区域 
市域  

市街化区域  

鉄道 

近畿日本鉄道  

JR 西日本  

駅  

居住誘導区域  

関屋駅 

志都美駅 

畠田駅 

二上駅 

二上山駅 

二上神社口駅 

JR 五位堂駅 

五位堂駅 

香芝駅 

近鉄下田駅 
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６．都市機能誘導区域の考え方 
6.1 都市機能誘導区域とは 

都市機能誘導区域は、医療・福祉・商業等の都市機能を集約することにより、各種サービスの

効率的な提供を図る区域です。 

 

6.2 都市機能誘導区域の設定の考え方 

目指すべき都市の骨格構造で定めた拠点を都市機能誘導区域として設定し、都市機能の誘導を

図ります。 

都市機能誘導区域は、居住誘導区域内において、都市の拠点となるべき区域で、公共交通アク

セスの利便性、用途地域、都市機能立地状況等を勘案し設定します。 

区域設定に当たっては、下記の手順に沿って設定します。 

＜都市機能誘導区域設定の手順＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
  

Step１ 都市の拠点となるべき区域の設定 

■区域要件１：周辺からの公共交通アクセスの利便性が高く、都市の拠点となるべき区域 
              (目指すべき都市の骨格構造における中心拠点、生活拠点） 

 

Step２ 都市機能誘導区域を定めることが考えられる区域の設定 

■区域要件２：公共交通によるアクセスの利便性が高い区域 

■区域要件３：用途地域の指定状況を考慮した区域 

■区域要件４：拠点周辺や幹線道路沿いの都市機能立地状況を考慮した区域 
 

Step３ 都市機能誘導区域の設定 
Step1 と Step２を満たす区域を基本として、明確な地形地物等により区域界を調整し、
都市機能誘導区域を設定 

６．都市機能誘導区域の設定 
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6.3 都市機能誘導区域の設定 

都市機能誘導区域の設定の考え方を踏まえ、都市機能誘導区域を以下のとおり設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Step１ 都市の拠点となるべき区域の設定 

区域要件１：周辺からの公共交通アクセスの利便性が高く、都市の拠点となるべき区域 

目指すべき都市の骨格構造で定めた拠点 

○中心拠点：香芝駅及び近鉄下田駅周辺、五位堂駅周辺 
○生活拠点：関屋駅周辺、二上駅周辺、二上山駅周辺、JR 五位堂駅周辺、 

志都美駅周辺(奈良西幹線)、高山台周辺(中和幹線)、 
真美ヶ丘周辺(中和幹線)、高塚地区公園周辺 

Step２ 都市機能誘導区域を定めることが考えられる区域の設定 

区域要件２：公共交通によるアクセスの利便性が高い区域 

鉄道駅から徒歩圏域(800ｍ)の区域 

区域要件３：用途地域の指定状況を考慮した区域 

用途地域が近隣商業地域、商業地域に指定されている区域 
 

凡  例 

区域 
市域  

市街化区域  

鉄道 

近畿日本鉄道  

JR 西日本  

駅  

圏域 鉄道駅 800m 圏域  

用途 

地域 

近隣商業地域  

商業地域  

都市の拠点となるべき区域  
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区域要件４：拠点周辺や幹線道路沿いの都市機能立地状況を考慮した区域 

中心拠点及び生活拠点周辺において、誘導施設となり得る都市機能の立地状況を勘案した
区域 

凡  例 

区域 
市域  

市街化区域  

鉄道 

近畿日本鉄道  

JR 西日本  

駅  

都市の拠点となるべき区域  

拠点周辺や幹線道路沿いの 

都市機能立地状況を考慮した区域 
 

都市 

機能 

行政機能  

高齢者福祉機能  

子育て支援機能  

商業機能  

医療機能  

金融機能  

文化機能  
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※区域内の小規模な除外区域は、レッドゾーン(土砂災害特別警戒区域(急傾斜地の崩壊、土石流)、急傾斜地崩壊危険区域)、

イエローゾーン(土砂災害警戒区域(急傾斜地の崩壊、土石流)、家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸侵食)) 

 
図 6.１ 都市機能誘導区域の設定

都市機能誘導区域界の調整内容：法線、地形地物、一体的な居住地域等 

■市街化区域界      ■用途地域界     ■市街地開発事業区域界、開発事業区域界 
■道路界 ※1      ■道路端から 30ｍ ■鉄道界     
■水路界        ■家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸侵食)界 
■土砂災害警戒区域界 ■急傾斜地崩壊危険区域界    ■見通し界 ※2 

※1 道路界は道路端にて設定を行う。 

※2 法線、地形地物等による区域界の間を結ぶための見通しの線。 

 

Step３ 都市機能誘導区域の設定 

凡  例 

区域 
市域  

市街化区域  

鉄道 

 

JR 西日本  

駅  

都市機能誘導区域  

関屋駅 

志都美駅 

畠田駅 

二上駅 

二上山駅 

二上神社口駅 

JR 五位堂駅 

五位堂駅 

香芝駅 

近鉄下田駅 
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居住誘導区域、都市機能誘導区域は以下のとおりです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※区域内の小規模な除外区域は、レッドゾーン(土砂災害特別警戒区域(急傾斜地の崩壊、土石流)、急傾斜地崩壊危険区域)、

イエローゾーン(土砂災害警戒区域(急傾斜地の崩壊、土石流)、家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸侵食)) 

項目 
面積
(ha) 

市街化区域に対
する当該区域の

割合(％) 

令和２年(2020 年) 令和 17 年(2035 年) 

人口(人) 
人口密度 
(人/ha) 

人口(人) 
人口密度 
(人/ha) 

市街化区域 1,243.9  － 70,286 56.5 69,020 55.8 

居住誘導区域 1,022.4  82.2% 64,099  62.7  63,131  61.7  

都市機能 
誘導区域 

151.6  12.2% 7,740 51.1  7,807  51.5  

資料：令和４年都市計画現況調査(令和 4 年(2022 年) 国土交通省)、日本の地域別将来推計人口(平成 30 年(2018 年) 社人研) 

 

図 ６.２ 居住誘導区域・都市機能誘導区域の設定 

 

【まとめ】居住誘導区域・都市機能誘導区域の設定 

凡  例 

区域 
市域  

市街化区域  

鉄道 

 

JR 西日本  

駅  

居住誘導区域  

都市機能誘導区域  

② 

① 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 
⑩ 

関屋駅 

志都美駅 

畠田駅 

二上駅 

二上山駅 

二上神社口駅 

JR 五位堂駅 

五位堂駅 

香芝駅 

近鉄下田駅 
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香芝市都市計画マスタープランにおける地域区分ごとの居住誘導区域及び都市機能誘導区域

(縮尺 1：30,000)を以下に示します。 

■関屋周辺地区(居住誘導区域・都市機能誘導区域)  

  

■志都美周辺地区(居住誘導区域・都市機能誘導区域) 

 

凡  例 

区域 
市域  

市街化区域  

鉄道 

 

JR 西日本  

駅  

居住誘導区域  

都市機能誘導区域  

凡  例 

区域 
市域  

市街化区域  

鉄道 

 

JR 西日本  

駅  

居住誘導区域  

都市機能誘導区域  
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■二上周辺地区(居住誘導区域・都市機能誘導区域)  

 

■下田周辺地区(居住誘導区域・都市機能誘導区域)  

 

  

凡  例 

区域 
市域  

市街化区域  

鉄道 

 

JR 西日本  

駅  

居住誘導区域  

都市機能誘導区域  

凡  例 

区域 
市域  

市街化区域  

鉄道 

 

JR 西日本  

駅  

居住誘導区域  

都市機能誘導区域  
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■五位堂周辺地区(居住誘導区域・都市機能誘導区域)  

 

■鎌田・三和周辺地区(居住誘導区域・都市機能誘導区域)  

 

 

凡  例 

区域 
市域  

市街化区域  

鉄道 

 

JR 西日本  

駅  

居住誘導区域  

都市機能誘導区域  

凡  例 

区域 
市域  

市街化区域  

鉄道 

 

JR 西日本  

駅  

居住誘導区域  

都市機能誘導区域  
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７．誘導施設の設定 
7.1 誘導施設の設定の考え方 

「都市機能誘導区域ごとに立地を誘導すべき都市機能増進施設(以下「誘導施設」という。)」の

設定に関しては、都市再生特別措置法第81条に規定されています。 

誘導施設とは、医療、福祉、商業等、居住者の共同の福祉や利便の向上のために必要な機能で、

都市機能誘導区域内に誘導していく施設です。  

（１）想定される誘導施設のイメージ 

■誘導施設の設定 

誘導施設は、居住者の共同の福祉や利便の向上を図る観点から、以下が考えられる。 

・病院・診療所等の医療施設、老人デイサービスセンター等の社会福祉施設、小規模多機能

型居宅介護事業所、地域包括支援センターその他の高齢化の中で必要性の高まる施設 

・子育て世代にとって居住場所を決める際の重要な要素となる幼稚園や保育所等の子育て

支援施設、小学校等の教育施設 

・集客力があり、まちのにぎわいを生み出す図書館、博物館等の文化施設や、食品スーパー

マーケット等の商業施設 

・行政サービスの窓口機能を有する市役所、支所等の行政施設等 

 

■拠点類型毎において想定される誘導施設の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：立地適正化計画作成の手引き(令和５年(2023 年)11 月改訂 国土交通省) 

  

７．誘導施設の設定 
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（２）誘導施設の設定方針 

誘導施設は、その役割に応じて拠点周辺への集約配置が必要な施設と、暮らしを守るため市

内に分散させて適正配置を図ることが必要な施設があります。本市における都市機能と各施設

別の配置の方針を踏まえ、誘導施設を設定します。 

また、選定に当たっては、令和４年(2022 年)10 月に実施した「香芝市立地適正化計画の策

定に向けた市民アンケート調査」の「住みよいまちを実現するために充実すれば良い施設」に

ついても、市民目線による生活利便性を高める施設として考慮します。 

 

■アンケート回答結果(n=874) 

「飲食施設」が 64.0％と最も高く、次いで「コンビニ」(58.4％)、「銀行・ATM」(51.1％)、

「総合病院」(50.1％)の順となっている。 

■住みよいまちを実現するため、どのような施設が充実すれば良いと思いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：香芝市立地適正化計画の策定に向けた市民アンケート調査(令和４年(2022 年)10 月) 

図 7.1 駅周辺に必要とする施設(全ての駅の合計) 

  

64.0%
58.4%

51.1%
50.5%
50.1%

44.9%
36.2%

34.6%
33.2%

31.0%
29.3%
28.4%
28.1%

25.5%
25.3%

23.6%
21.9%

20.6%
16.1%

14.0%
5.4%
4.6%

2.7%
2.2%

1.1%
0.9%
0.9%
0.0%

0% 20% 40% 60% 80%

飲食施設

コンビニ

銀行・ATM

総合病院

スーパーマーケット

その他（高齢者）

衣料品

ドラッグストア

ベンチ・テーブル

郵便局

公園

子育て交流センター

診療所

通所系介護施設

入所系介護施設

幼稚園、保育園

学童保育所

交流センター

図書館

文化ホール

その他（商業）

防災時の避難スペース

その他（教育・文化）

その他（医療）

多機能型施設

その他（子育て）

その他（金融）

その他（休養・防災）

※「ｎ＝」については、各設問の回答数を表しています。各設問においては無回答が含まれるため、
ｎ(回答数)の合計が回収数と一致しない場合があります。 
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7.2 誘導施設の設定 

（１）誘導施設の設定 

本市における都市機能と施設ごとの配置の方針を踏まえ、誘導施設を設定します。 

表 7.1 誘導施設の配置の方針と設定 

機能 
分類 

施設分類 配置の方針 設定 

行政機能 市役所(本庁舎) 
対象区域外に立地しており、今後、現在の場所で運営を続けるかを含め
検討していく。 

ー 

健康・ 
介護 

福祉機能 

総合福祉センター 関連施設と連携をとりながら、地域の健康・福祉の包括的機能を担う施
設として、誘導施設に位置付ける。 

○ 

保健センター ○ 

地域包括支援センター 
高齢者が住み慣れた地域で生活を継続することを支援する施設であ
り、施設の配置バランス等を勘案しながら設置していくことが必要な
ため、誘導施設に位置付けない。 

ー 

訪問型施設・通所型施
設・入所型施設・多機能
型施設 

高齢者が可能な限り住み慣れた地域で日常生活を営むことができる施
設であり、市内全域に配置されていることが望ましいことから、誘導施
設に位置付けない。 

ー 

子育て 
支援機能 

こども家庭センター 
関連施設と連携をとりながら、地域の子育て支援の包括的機能を担う
ことから、誘導施設に位置付ける。 

○ 

保育所・幼稚園・認定こ
ども園 誰もが子育てしやすい環境づくりの観点から、拠点のみならず、市内の

各地域においても満遍なく立地していることが望ましいことから、誘導
施設に位置付けない。 

ー 

小規模保育施設 ー 

病児保育施設 
(病児・病後児対応型) 

ー 

商業機能 

大規模小売店舗 
(店舗面積 3,000 ㎡以上) 

大型商業施設や複合型商業施設は、市の活性化やにぎわい創出の中核
となりうる施設であることから、誘導施設に位置付ける。 

○ 

食品スーパーマーケット 

(店舗面積 250 ㎡以上) 
日常的に必要な施設であり、徒歩や自転車で利用できる範囲内に立地
することが望ましいことから、誘導施設に位置付ける。 

○ 

コンビニエンスストア 
拠点のみならず、各所に立地されることで、利便性が向上されることか
ら、誘導施設に位置付けない。 

ー 

医療機能 

病院 
医療施設として市内全域からアクセスしやすい区域に立地されている
ことが望ましいことから、誘導施設に位置付ける。 

○ 

診療所 
市民の健康維持のため、誰もが日常的に利用しやすいよう、拠点のみな
らず、市内の各地域においても満遍なく立地していることが望ましい
ことから、誘導施設に位置付けない。 

ー 

金融機能 

銀行・郵便局 
日常的に必要な施設であり、徒歩や自転車で利用できる範囲内に立地
していることが望ましいことから、誘導施設に位置付ける。 

○ 

ATM 
拠点のみならず、各所に立地されることで、利便性が向上されることか
ら、誘導施設に位置付けない。 

ー 

教育・ 
文化機能 

公民館・文化センター 
文化活動の場として中核的役割を担い、またにぎわい創出、広域的交流
促進に必要な施設であることから、誘導施設に位置付ける。 

○ 

体育館 
スポーツ活動の場として中核的役割を担い、またにぎわい創出、広域的
交流促進に必要な施設であることから、誘導施設に位置付ける。 

○ 

図書館 
幅広く知識・情報収集の機会を提供する施設であり、またにぎわい創
出、広域的交流促進に必要な施設であることから、誘導施設に位置付け
る。 

○ 

博物館 
地域の歴史・文化を学習する拠点、調査研究の拠点となる施設であり、
またにぎわい創出、広域的交流促進に必要な施設であることから、誘導
施設に位置付ける。 

○ 

小学校・中学校 
人口分布、各施設の配置バランス等を勘案しながら設置していくこと
が必要なことから、誘導施設に位置付けない。 

ー 
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（２）都市機能誘導区域ごとの誘導施設の設定 

都市機能誘導区域ごとに、現在不足している機能(施設)や、今後も維持が必要な機能(施設)

等を勘案し誘導施設を設定します。 

表 7.2 都市機能誘導区域ごとの誘導施設の設定 

都市 

機能 
一般的な名称 

中心拠点 生活拠点 

そ
の
他
市
内 

①
香
芝
駅
及
び
近
鉄
下
田
駅
周
辺 

②
五
位
堂
駅
周
辺 

③
関
屋
駅
周
辺 

④
二
上
駅
周
辺 

⑤
二
上
山
駅
周
辺 

⑥
Ｊ
Ｒ
五
位
堂
駅
周
辺 

⑦
志
都
美
駅
周
辺(

奈
良
西
幹
線) 

⑧
高
山
台
周
辺(

中
和
幹
線) 

⑨
真
美
ヶ
丘
周
辺(

中
和
幹
線) 

⑩
高
塚
地
区
公
園
周
辺 

行政機能 市役所(本庁舎)           〇 

健康・ 
介護 

福祉機能 

総合福祉センター ■           

保健センター ■           

地域包括支援センター 〇           

訪問型施設・通所型施設 
・入所型施設・多機能型施設 

〇 〇  〇  
 〇   〇 〇 

子育て 
支援機能 

こども家庭センター ■           

保育所・幼稚園 
・認定こども園 

〇 〇  〇  
 

    〇 

小規模保育施設 〇      〇   〇 〇 

病児保育施設 
(病児・病後児対応型) 

     
 

    〇 

商業機能 

大規模小売店舗 
(店舗面積 3,000 ㎡以上) 

■ ★    
 

   ■  

食品スーパーマーケット 
(店舗面積 250 ㎡以上) 

■ ■  ■  ★ ■ ★ ★  〇 

コンビニエンスストア 〇 〇 ☆ 〇 ☆  〇 〇  〇 〇 

医療機能 
病院       ■  ★  〇 

診療所 〇 〇  〇 〇    〇 〇 〇 

金融機能 
銀行・郵便局 ■ ■ ★ ■ ★  ■   ■ 〇 

ATM 〇 〇 〇 〇   〇 〇 〇 〇 〇 

教育・ 
文化機能 

公民館・文化センター ■          〇 

体育館 ■          〇 

図書館 ■           

博物館 ■           

小学校・中学校 〇          〇 

 
 
 

★【誘導】区域内に立地がなく、今後誘導を図る施設（誘導施設） 
■【維持】区域内に立地があり、区域外への転出を防ぐ施設（誘導施設） 
☆【誘導努力】区域内に立地がなく、今後誘導を図ることが望ましい施設（誘導施設としない施設） 
○【維持努力】区域内に適正配置する施設（誘導施設としない施設） 
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（３）誘導施設の定義 

本市における誘導施設の定義は以下のとおりです。 

表 7.3 誘導施設の定義 

都市機能 一般的な名称 法的根拠 

行政機能 市役所(本庁舎) 地方自治法第 4 条に定める事務所 

健康・ 
介護 

福祉機能 

総合福祉センター 香芝市総合福祉センター条例第 ２ 条に定める施設 

保健センター 香芝市保健センター条例第 ２ 条に定める施設 

地域包括支援センター 介護保険法第 115 条の 46 第 1 項に定める施設 

訪問型施設 介護保険法第 8 条第 2 項に定める訪問介護 

通所型施設 介護保険法第 8 条第 7 項に定める通所介護 

入所型施設 
介護保険法第 8 条第 9 項に定める短期入所生活介護 
介護保険法第 8 条第 10 項に定める短期入所療養介護 

多機能型施設 介護保険法第 8 条第 19 項に定める小規模多機能型居宅介護 

子育て 
支援機能 

こども家庭センター 児童福祉法第 10 条の 2 に定める施設 

保育所 児童福祉法第 39 条第 1 項に定める施設保育所 

幼稚園 
学校教育法第 1 条に定める満 3 歳から小学校就学までの幼児を教
育するための教育施設 

認定こども園 
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する
法律第 2 条第 6 項に定める施設 

小規模保育施設 児童福祉法第 6 条の 3 第 10 項に定める小規模保育事業 

病児保育施設 
(病児・病後児対応型) 

児童福祉法第 6 条の 3 第 13 項、子ども・子育て支援法第 59 条、
児童福祉法第 21 条の 9 に定める施設 

商業機能 

大規模小売店舗 
(店舗面積 3,000 ㎡以上) 

大規模小売店舗立地法第 ２ 条第 ２ 項に定める大規模小売店舗のう
ち店舗面積 3,000 ㎡以上で、生鮮品を中心に日用品等を販売している
商業施設 

食品スーパーマーケット 
(店舗面積 250 ㎡以上) 

店舗面積 250 ㎡以上で、生鮮品を中心に日用品等を販売している商業
施設 

コンビニエンスストア 
飲食料品を扱い、売り場面積 30 ㎡以上 250 ㎡未満、営業時間が 1 日
で 14 時間以上のセルフサービス販売店(資料：商業統計業態分類表 
経済産業省) 

医療機能 
病院 医療法第 1 条の 5 第 1 項に定める病院 

診療所 医療法第 1 条の 5 第 2 項に定める診療所 

金融機能 

銀行 銀行法第 2 条に定める銀行 

郵便局 日本郵便株式会社法第 2 条第 4 項に定める郵便局 

ATM 
現金の引出・振込・預入について、無人のサービス対応が可能なＡＴ
Ｍ設置箇所(銀行ＡＴＭコーナー、コンビニエンスストア等)  

教育・ 
文化機能 

公民館、文化センター 
社会教育法第 21 条に定める市町村が設置する公民館 
香芝市文化施設条例第 ２ 条に定める文化施設 
香芝市地域交流センター条例第 ２ 条に定める交流センター 

体育館 香芝市体育施設条例第 ２ 条に定める総合体育館、地域体育館 

図書館 
図書館法第 2 条に定める施設(地方公共団体が設置する公立図書館、
日本赤十字社または一般社団法人若しくは一般財団法人の設置する図
書館を私立図書館) 

博物館 
博物館法第 2 条第 1 項に定める博物館及び博物館法第 31 条に規
定する博物館相当施設 

小学校、中学校 学校教育法第 1 条に定める小学校、中学校、義務教育学校 



 

78 

7.3 届出制度 

（１）居住誘導区域外における届出 

都市再生特別措置法第 88 条の規定に基づき、居住誘導区域外において開発行為や建築行為

等を行う場合、これらの行為に着手する日の 30 日前までに市長への届出が義務付けられます。 

また、住宅等の立地の誘導を図る上で支障がある場合、必要に応じて勧告を行う場合があり

ます。 

 

■居住誘導区域外における届出について(都市再生特別措置法第 88 条) 

・居住誘導区域外における住宅開発等の動きを把握するための届出のこと 

・居住誘導区域外の区域で、下記の行為を行おうとする場合には、原則として市長への届出が

義務付けられている 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

・開発行為等に着手する 30 日前までに届出が必要 

・居住誘導区域内への居住の誘導に対し、何らかの支障が生じると判断した場合は、必要に応

じて「勧告」 

 
 
  

◆３戸以上の住宅の建築目的の開発行為 

 例 3 戸の開発行為 

 

 

 

◆１戸又は２戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規

模が 1000 ㎡以上のもの 

 例 1,300 ㎡ 1 戸の開発行為 

 

 

 

 例 800 ㎡ 2 戸の開発行為 

 

 

 

開発行為 建築等行為 

◆３戸以上の住宅を新築しようとする場合 

 例 3 戸の建築行為 

  

  

 

例 1 戸の建築行為 

 

 

 

◆建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して住宅と

する場合 

届出必要 

届出必要 

届出不要 

届出必要 

届出不要 



 

79 

（２）都市機能誘導区域内外における届出 

都市再生特別措置法第 108 条の規定に基づき、都市機能誘導区域外において開発行為や建

築行為等を行う場合、これらの行為に着手する日の 30 日前までに市長への届出が義務付けら

れます。 

誘導施設の立地誘導を図る上で支障がある場合、必要に応じて勧告を行う場合があります。 

また、都市再生特別措置法第 108 条の 2 に基づき、都市機能誘導区域内において誘導施設

を休止又は廃止しようとする場合、施設を休廃止しようとする日の 30 日前までに市長への届

出が義務付けられます。 

  

■都市機能誘導区域外における届出について(都市再生特別措置法第 108 条) 
・都市機能誘導区域外における誘導施設の整備の動きを把握するための届出のこと 
・都市機能誘導区域外の区域で、誘導施設を対象に下記の行為を行おうとする場合には、原

則として市長への届出が義務付けられている 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・開発行為等に着手する 30 日前までに届出が必要 
・届出内容どおりの開発行為等が行われた場合に、何らかの支障が生じると判断した場合は、

必要に応じて「勧告」 

■都市機能誘導区域内における休廃止に係る届出について(都市再生特別措置法

第 108 条の 2) 
・都市機能誘導区域内で、誘導施設を休止又は廃止しよう 

とする場合には、市長への届出が義務付けられている 
・誘導施設を休止又は廃止しようとする日の 30 日前まで 

に、届出が必要 
・休止又は廃止しようとする誘導施設を有する建築物を有効 

に活用する必要がある場合は、必要に応じて「助言・勧告」 

◆誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行

おうとする場合 

開発行為 

建築等行為 

◆誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合 

◆建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合 

◆建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とす

る場合 

届出対象となる行為 
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８．誘導施策の検討 
8.1 誘導施策の体系 

まちづくりの基本的な考え方(ターゲット)及び基本的な方針(ストーリー)に基づき、取り組む

べき誘導施策を設定します。 

＜施策の体系＞ 

（１）居住誘導の方針 
 

誘導方針 誘導施策 

①拠点周辺への生活サ
ービス機能の誘導に
よる居住の誘導 

○保育所、幼稚園、認定こども園及び各種子育て支援施設の適正配
置を進め、子育て環境の充実を図ります。 

○学校施設の適正配置について検討を進め、安全・安心な教育環境
の整備を進めます。 

○住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくりとして、福祉施
設の整備や支援サービスの充実等、ハード・ソフトの両面から進
めます。 

○公共施設や公園、緑地等の公共空間におけるみどりを守り・生か
し、良好な住環境づくりを進めます。 

②住宅ストックの循環・
空き家の発生の予防 

○都市機能誘導区域のうち主要駅周辺においては、高度利用を促
進する等、住宅供給の増加を図ります。 

○空き家や低未利用地等の遊休資産の有効活用に向けて、空家等
対策推進支援事業の推進や低未利用土地権利設定等促進計画の
活用検討等により、居住環境の維持・拡充を図ります。 

○大規模住宅団地における急速な少子高齢化、人口減少を見据え、
高齢者世帯から若者世帯まで、多世代がともに暮らせる対策を
検討します。 

○住居を取得する際の支援制度等を検討し、市外からの移住促進
及び住み替え居住の促進を図ります。 

（２）都市機能誘導の方針 

 

誘導方針 誘導施策 

①地域ごとの特性を生
かした拠点形成 

○中心拠点である香芝駅及び近鉄下田駅周辺、五位堂駅周辺にお
いては、都市構造再編集中支援事業等により、魅力ある都市空間
の創出を目指します。 

○流通利便性の高い地域に対して、新規創業や企業立地を促進し
ます。 

②市民ニーズに応じた
都市機能の集約 

○行政施設や教育文化施設等の公共施設の再編や集約、複合化に
より、誰もが活動しやすい環境づくりを進めます。 

○駅周辺の低未利用地については、地域ニーズに応じた生活サー
ビス機能の誘導や、地域活性化につながる活動拠点としての利
用を検討します。 

○食品スーパーマーケットや診療所等の日常生活に必要な施設の
誘導を進めます。 

③拠点間の回遊性の向
上を図る都市機能の
棲み分け 

○自然資源、文化資源等を効果的に活用し、観光客が周遊するよう
な拠点形成を進めます。 

方針１ 拠点を取り巻く快適な暮らしの場の形成 

方針 2 元気で求心力のある拠点の形成 

８．誘導施策 
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（３）交通ネットワークの方針 

 

誘導方針 誘導施策 

①複数の交通手段が連
携した公共交通サー
ビスの維持 

○民間事業者の鉄道や路線バスを基幹的路線とし、行政のコミュ
ニティバスやデマンド交通で連携・補完しながら、持続的かつ面
的な地域公共交通の提供を図ります。 

○交通結節機能を維持するため、公共交通の相互利用を支える拠
点整備について検討します。 

②モビリティマネジメ
ントの実施による意
識醸成 

○広報紙やホームページでの情報発信、学校教育や市民講座等に
より、地域公共交通への理解向上と利用促進を図ります。 

③道路改良の促進やバ
リアフリー化の推進
により、拠点へのアク
セスの向上と安全な
歩行空間の提供 

○既設道路等のバリアフリー化の推進及び誰もが快適に歩ける歩
行空間の確保を図ります。 

○駅へのアクセスの向上を図るため、駅周辺の環境整備を進めま
す。 

④幹線道路の整備促進
による日常生活の交
通渋滞の緩和 

○中心市街地へのアクセス機能の向上のため、奈良西幹線(国道
168 号)や国道 165 号の整備を進めます。 

○未整備の都市計画道路について見直しを行い、都市計画道路の
着実な整備を進めます。 

（４）防災に関する方針 

 

誘導方針 誘導施策 

①河川低平地における
水害リスクの回避・低
減 

○水害に強いまちづくりのため、関係機関と連携して河川改修や
総合治水対策事業を進めるとともに、ハザードマップによる洪
水浸水想定区域の周知を図ります。 

②土砂災害リスク等の
回避・低減 

○土砂災害の恐れのある区域にある住居や公共施設の移転促進
や、ハザードマップによる土砂災害(特別)警戒区域の周知を図り
ます。 

③地震における災害リ
スク等の回避・低減 

○地震発生時の建物倒壊等による被害を回避・低減するため、既存
の一般住宅等の耐震化支援を継続します。また、地震発生時の避
難行動等について周知を図ります。 

○災害発生時においても、ライフラインやインフラを維持し、早期
に復興を行えるまちづくりを市民や関係機関と一丸となって目
指します。 

 
  

方針３ 持続可能な都市交通環境の形成 

方針４ 災害に強い安全なまちの形成 
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（５）にぎわい創出に関する方針 

 

誘導方針 誘導施策 

①健康増進にも目を向け
た歩くための環境整備
を進め、誰もが歩きた
くなるウォーカブルな
まちづくりの推進 

○子供から高齢者まで様々な年代の方が出掛けたくなるような
魅力的な空間の創出や環境の整備を図ります。 

○スポーツ公園及び総合公園の整備を早期に実現し、多くの人が
集い、活動できる場を目指します。 

②働きやすい身近な就労
の場、ニューノーマル
な働く場の創出等によ
り、職住近接なまちづ
くりの推進 

○民間事業者との連携やオンラインツールを活用した多様な働
き方を推進します。 

○市内における企業の活性化や新規創業者を支援することで、雇
用機会の創出と地域経済の活性化を図ります。 

③人と人がつながる多様
な地域コミュニティの
強化 

○公共施設の再編を進め、魅力ある活動の場を提供することで、
人とつながる機会を創出します。 

○身近なみどりとして利用できるよう、市民ニーズに対応した公
園の整備を進めます。 

④近隣市町との連携によ
り、市外からも多くの
人が集い、周遊できる
仕組みづくり 

○文化施設や体育施設等について近隣市町との相互利用に関し
ての検討を進め、サービスの維持を目指します。 

○文化資源、史跡公園、観光地等を結ぶルートの強化、SNS 等を
活用した観光地の魅力発信、案内マップ等によるアクセスや回
遊性の向上を図ります。 

方針５ 出掛けたくなる魅力あふれるまちの形成 
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